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講
義
録
・
教
科
書
と
出
版

　

本
学
の
前
身
英
吉
利
法
律
学
校
が
誕
生
し
て
四
年
目
に
あ
た
る

一
八
八
九
（
明
治
二
十
二
）
年
六
月
二
十
八
日
に
、
英
吉
利
法
律

学
校
か
ら
一
冊
の
書
籍
が
発
行
さ
れ
た
。

　

書
名
は
『Com

m
entaries on the Constitution of T

he 
Em
pire of Japan

』、『
英
文
帝
国
憲
法
義ぎ

解げ

』
と
称
さ
れ
て
い

る
そ
の
本
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
起
草
の
中
心
人
物
伊
藤
博
文
が

執
筆
し
た
『
帝
国
憲
法
義
解
』
を
、
欧
米
先
進
国
に
紹
介
す
る
た

め
、
腹
心
の
伊
東
巳
代
治
が
英
訳
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

両
書
は
、
政
府
の
公
式
見
解
に
準
じ
た
性
格
を
持
ち
、
そ
れ
ゆ

え
に
憲
法
発
布
後
百
種
以
上
も
刊
行
さ
れ
た
注
釈
書
の
中
で
も
ひ

と
き
わ
脚
光
を
あ
び
た
よ
う
で
あ
る
が
、
和
文
原
本
は
国
家
学
会

に
、
英
訳
本
は
英
吉
利
法
律
学
校
に
そ
れ
ぞ
れ
版
権
が
与
え
ら

れ
、個
人
の
著
作
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の『
英

文
帝
国
憲
法
義
解
』
刊
行
前
後
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
よ
う
。

　
『
英
文
帝
国
憲
法
義
解
』
が
刊
行
さ
れ
た
年
の
紀
元
節
（
二
月

十
一
日
）
に
、
ア
ジ
ア
で
最
初
の
近
代
憲
法
と
い
わ
れ
る
「
大
日

本
帝
国
憲
法
」
が
発
布
さ
れ
、
全
国
各
地
で
憲
法
発
布
を
祝
賀
す

る
行
事
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
。
英
吉
利
法
律
学
校
生
徒
も
、
兄

弟
校
の
東
京
英
語
学
校
の
生
徒
と
一
緒
に
隊
列
を
組
み
、
皇
居
ま

で
の
祝
賀
行
進
を
行
っ
て
い
る
が
、
彼
ら
の
先
頭
に
は
、
両
校
の

校
長
を
兼
務
し
て
い
た
増
島
六
一
郎
が
バ
リ
ス
タ
ー
の
正
装
で
馬

上
か
ら
行
進
を
指
揮
し
た
と
い
う
。

　

帰
校
後
、
増
島
は
両
校
生
徒
に
対
し
て
、
憲
法
の
発
布
は
時
期

尚
早
で
は
あ
る
が
、
発
布
さ
れ
た
以
上
は
憲
法
社
会
に
適
応
で
き

る
市
民
に
な
る
た
め
に
、
一
層
の
学
問
修
業
を
生
徒
た
ち
に
求
め

る
と
い
う
内
容
の
演
説
を
行
っ
て
い
る
。

　

一
方
こ
の
時
、
創
立
者
の
一
人
高
橋
健
三
は
帝
国
憲
法
に
関
連

し
た
事
件
の
渦
中
に
い
た
。
俗
に
官
報
誤
記
事
件
と
い
わ
れ
る
も

の
で
、
官
報
号
外
に
掲
載
さ
れ
た
帝
国
憲
法
の
前
文
中
に
一
字
誤

り
が
あ
っ
た
事
件
で
あ
る
。
通
常
、
官
報
は
官
報
局
で
編
集
、
校

正
、
印
刷
さ
れ
る
が
、
こ
の
号
外
だ
け
は
、
事
前
に
憲
法
条
文
の

外
部
漏
洩
を
お
そ
れ
た
伊
藤
ら
の
思
惑
で
、
内
閣
書
記
官
が
直
接
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『
英
文
帝
国
憲
法
義
解
』
に
つ
い
て

印
刷
工
に
命
じ
て
印
刷
し
、
痛
恨
の
誤
記
事
件
を
ひ
き
お
こ
し
た

も
の
で
あ
る
。

　

官
報
局
は
、
当
初
か
ら
秘
密
漏
洩
や
誤
植
な
ど
は
あ
り
得
な
い

と
し
て
伊
藤
ら
に
反
対
し
、
事
件
発
生
後
も
引
責
を
拒
否
し
た

た
め
、
伊
藤

ら
は
進
退
伺

を
出
す
事
態

に
た
ち
至
っ

た
。
そ
し

て
、
こ
の
時

最
後
ま
で
伊

藤
ら
と
対
立

し
た
官
報
局

の
責
任
者
が

高
橋
健
三
で

あ
っ
た
の
で

あ
る
。

　

と
こ
ろ

で
、
初
め
に

書
い
た
よ
う

に
、
伊
藤
は
英
吉
利
法
律
学
校
に
『
英
文
帝
国
憲
法
義
解
』
の
版

権
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
、
面
白
い
こ
と
に
、『
伊
藤
博
文
関

係
文
書
』
に
よ
れ
ば
英
吉
利
法
律
学
校
側
で
そ
の
交
渉
に
あ
た

り
、
編
集
全
般
を
担
当
し
た
の
が
右
の
高
橋
健
三
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
実
際
、
同
書
の
初
版
本
の
奥
付
に
も
「
英
吉
利
法
律

学
校
総
代
高
橋
健
三
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　

ど
う
や
ら
官
報
誤
記
事
件
は
高
橋
に
対
す
る
伊
藤
の
評
価
を
深

め
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
し
い
。
と
も
あ
れ
、
同
書
は
英
吉
利
法
律

学
校
に
と
っ
て
、
英
語
に
よ
る
法
律
学
習
の
好
材
料
と
な
っ
た
は

ず
で
あ
り
、
同
年
九
月
の
新
学
期
か
ら
は
帝
国
憲
法
の
講
座
も
設

置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
『
英
文
帝
国
憲
法
義
解
』
は
八
九
年
六
月
二
十
八
日
の
初

版
の
ほ
か
に
、
一
九
〇
六
年
六
月
二
十
七
日
に
第
二
版
が
、
三
一

（
昭
和
六
）
年
五
月
二
十
日
に
第
三
版
が
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
さ
れ
て

い
る
。

『英文帝国憲法義解』


